
 
 
 
 
 
 

OQ 通信第１０号の発刊によせて 

国土交通省住宅局建築物防災対策室長 井上 勝徳 

 

ＯＱ通信第 10 号の発刊まことにおめでとうございます。平

成７年の阪神・淡路大震災を契機に本協議会が設立され、平

成 10 年から発刊された本誌も第 10 号を迎えることとなりま

した。 

その間、平成 12 年の鳥取県西部地震、平成 13 年の芸予地

震、平成 15 年の宮城県北部地震、平成 16 年の新潟県中越地

震、本年３月の石川県能登半島地震等でも本協議会を中心に

被災建築物の応急危険度判定が実施され、住民の余震等によ

る二次災害の防止に努められました。 

特に本年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震において

も、協議会の皆様の協力を得て、発災直後の１６日から８日

間にわたって延べ2700人以上の判定士により34000棟以上の

建物に対して迅速且つ適切な応急危険度判定活動が実施され

ました。このうち、各ブロック協議会からは延べ 2300 人以上

の応援判定士による判定活動が行われました。このように迅

速かつ的確に応急危険度判定活動が実施されたことは、これ

までの活動の経験と、日頃から模擬訓練等を通じて研鑽を積

まれ、迅速な対応ができるよう準備されてきた結果であると、

皆様のご努力に敬意を表する次第です。 

一方わが国では、今回の新潟県中越沖地震をはじめ毎年の

ように被害地震が発生し、多くの建築物が被害を受けていま

す。近年は、東海・東南海・南海地震等大地震発生の逼迫性

が指摘されるとともに、首都圏等いつどこで発生するか分か

らない直下型地震等も危惧されています。 

このような中で、本協議会の活動への期待はますます高ま

っているとともに重要性も増しています。 

本協議会の活動の一環として、ＯＱ通信を通じて、行政職

員はもとよりボランティア活動をお願いしている民間判定士

の皆様へ情報提供に努めることはまことに重要なことであ

り、今後もさらに内容を充実して継続して発行していかれる

ことをお願い申し上げます。 

最後に、今回の新潟県中越沖地震の応急危険度判定活動に

ご協力頂いた皆様に心から感謝申し上げますとともに、協議

会の皆様の今後一層のご活躍をお祈りいたします。 
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地震情報コーナー 

新潟県中越沖地震における被災建築物応急危険度判定活

動について 

新潟県土木部都市局建築住宅課 佐藤勝彦 

 

はじめに 

 この度の新潟県中越沖地震における全国からの御支援、

とりわけ建築物の応急危険度判定活動においては、国土交

通省、都道府県及び関係団体他多くの方から御支援、御協

力をいただきこの誌面をお借りしまして厚く御礼申し上

げます。 

 

１ 応急危険度判定活動について 

 今回の地震では、柏崎市、出雲崎町、刈羽村の 3市町村

から応急危険度判定士支援要請があり、判定活動は、地震

発生当日の 7 月 16 日から、7 月 23 日までの 8 日間にわた

って延べ 1,330 班、2,758 人の判定士により 34,048 棟の建

物に対して行われました。 

 判定対象棟数や、結果の内訳は、前回の中越大震災と比

較すると、ほぼ似たような割合となっています。また、今

回の震災の特徴とも言える 

・余震の発生回数が少なかった。 

・判定活動対象市町村が少なかった。 

・道路被害等の影響が比較的少なかった。 

等の状況や、判定翌日より活動していただいた都道府県判

定士の方々の御協力により、前回の中越大震災に比べ大幅

な期間短縮を図ることができており、震災後の人命に関わ

る二次災害の防止を目的とした被災建築物応急危険度判

定活動が迅速に実施されたと認識しております。 

 

 

○危険度判定活動状況 

 
判定

期間 

判定

士数 

市町

村数 

判定棟

数 

中越沖 

地震 
8 日 2,758 3 34,048

中越大 

震災 
18 日 3,821 16 36,143

 

○応急危険度判定結果 

判定結果（上段：棟数、下段：%）
 

危 険 要注意 調査済 

中越沖 

地震 

4,955 

14.6% 

8,943 

26.3% 

20,150 

59.1% 

中越大 

震災 

5,243 

14.5% 

11,122 

30.8% 

19,778 

54.7% 

 

 
県外応援判定士の方々への事前説明状況（柏崎市） 

 

２ 成果と課題 

2.1 支援体制について 

余震のある中、判定活動に取り組まれた判定士の皆

様はもとより、判定活動をバックアップしていただい

た国土交通省、都道府県及び関係機関のご尽力により、

8日間という短期間のうちに34,048棟の応急危険度判

定を行うことができました。これは全国６ブロックの

各応急危険度判定協議会及び国土交通省の連携が緊密

に行われた成果であると認識しております。 

 反面、隣県の中には所属ブロックが異なるために、

第 2 次支援要請からの協力にならざるを得なかった県

もあり、迅速さを求められる本活動において、第 1 次

の広域支援は隣県で行う等の検討も必要ではないかと

思います。 

 

 

支援本部 新潟県、市町村、(財)新潟県建築士会 

広域支援

北海道・東北被災建築物応急危険度判定

協議会 

10 都県建築物応急危険度判定協議会 

中部圏被災建築物応急危険度判定協議

会 

近畿被災建築物応急危険度判定協議会 

中国・四国被災建築物応急危険度判定協

議会 

その他 
国土交通省北陸地方整備局 

国土交通省近畿地方整備局 

 

2.2 受け入れ態勢の整備 

 今回の判定活動において、国土交通省並びに各ブロ

ック応急危険度判定協議会から派遣された延べ 2,328

人の判定士の方々に御協力いただきましたが、支援要

請を 3 回に分けて行ったことで、各協議会等での支援

体制を混乱させてしまいました。主な理由としては、

受け入れ態勢の整備不足と、全体計画の変更が挙げら

れます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いくら支援体制が整っていたとしても受け入れ側の

体制に不備があれば機能しません。本活動の実施主体

である被災市町村においては、被災直後の混乱した状

況の中、迅速にかつ的確に判定体制を確立する必要が

あり、支援要請を前提とした日頃の備えが非常に重要

であることがわかりました。    

また、支援本部である県においても広域支援を踏まえ

た宿泊先のリストアップや、移動手段、道路被害状況

の把握等、判定活動がより円滑に行われるために必要

な情報の収集、発信等を的確に行う必要があります。

このためには被災市町村やその他の市町村との密な連

携が必要不可欠であり、今後各市町村と体制の整備を

図ってまいりたいと考えております。 
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8 日間の判定士数と調査数 

１６～１９日：第 1 次支援要請 

１９～２１日：第２次支援要請 

２２～２３日：第３次支援要請 
 

 

2.3 応急危険度判定の周知 

 阪神・淡路大震災を踏まえ、活動実績を重ねてきた

本判定活動は、建築物の所有者から判定をしてほしい

という声が挙がるなど、その認知度は確実に高まって

いることがうかがえます。 

 しかし、「応急危険度判定」の内容については、調査

時にパンフレットの配布による周知や、防災放送での

周知に努めていたにもかかわらず、依然としてり災証

明のための家屋調査と混同されている方や、判定結果

が家屋以外も含めた全体的な判断であることを理解さ

れていない方が多く、新聞報道等でも取り上げられま

した。 

判定の目的は余震等による二次被害から住民を守る

ことにありますが、住民にとって最も必要な情報は、

どこをどう修理すれば安全なのか、いくら掛かるのか

といった「被害度」を含めた情報ではないかと感じま

した。 

 このためには、これまで以上に住民に対する判定後

のフォロー体制等の充実を図っていく他に、り災証明

のための家屋調査を含めた円滑な活動の方向性等につ

いて、検討する必要があると思います。 

 

 判定結果については、「危険」とされた住宅でも、

適切な補修等により継続使用可能な物件も多くあ

ったにもかかわらず、建物に対する「危険」と、

ブロック塀、空調室外機等などの被害による建物

以外の「危険」が同じ赤紙で表示されていること

から、「危険」＝「使用不可」と誤解された方もい

たようです。 

本来であれば、判定内容等について所有者等に

逐次説明しながら行うのが最良ですが、被災した

建物を可能な限り早急に判定する目的からも、判

定時での詳細な説明等については困難であり、日

頃のパンフレット、広報誌での紹介や、震災時で

の相談対応の充実等、住民と十分なコミュニケー

ションを図っていく必要があります。 

 

 

判定内容について住民に説明する判定士（柏崎市） 

 

2.4 被災建築物におけるアスベスト対応 

 アスベストは、飛散時の危険性や、マスメディ

ア等により、多くの方に認知され、関心も高まっ

ている状況にあります。 

このため被災建築物におけるアスベスト対策等

については、調査内容に対するさらなる周知の徹

底が必要であると思います。 

また、調査者のみならず、付近住民へのばく露

対策や、所有者をはじめとした付近住民への調査

結果の周知方法等についても十分検討が必要であ

る他、調査後の行政側の対応や、所有者、周辺住

民に対するフォロー体制の確立など関係部局間に

おける連携体制等についても十分な整備が必要で

あると思います。 

 

3 おわりに 

 3 年の間に 2 度の震災を経験し、改めて建築物

の耐震化をはじめ、被災建築物応急危険度判定等

に関する地震防災対策の重要性を認識したところ

です。この度重なる大震災で多大な犠牲の下に得

られた多くの教訓については、今後の耐震、防災

対策に生かしてまいりたいと考えております。 

今後とも本県の建築行政につきまして御協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県中越沖地震における被災建築物応急危険度判

定活動について 

山梨県建築指導課 竹下春一

 

 

○はじめに 

 平成１９年７月１６日（月）に発生した「新潟県中

越沖地震」に対する被災建築物応急危険度判定活動で

は、５ブロック３１都道府県から派遣された延べ２，

７５８人の被災建築物応急危険度判定士が、地震当日

の平成１９年７月１６日から２３日までの８日間にわ

たり、３４，０４８棟の建築物の判定活動に従事しま

した。 

 今回の地震では、強い余震はほとんど無く、判定活

動も発災から判定終了まで８日間と前回の「新潟県中

越地震」と比べ短い期間で完了したこともあり、応急

危険度判定の目的である「被災後の人命係わる二次被

害の防止」を行うことが出来ました。 

 山梨県は、平成１９年度１０都県被災建築物応急危

険度判定協議会の会長を勤めさせていただいておりま

すので、平成１９年７月１８日から国土交通省からの

１０都県の会員の皆様への被災建築物応急危険度判定

支援要請の伝達及び各会員からの派遣可能人員の取り

まとめや人員調整等を行うと共に、７月１９日から７

月２３日までの５日間にわたり、延べ１３４名の被災

建築物応急危険度判定士を派遣し、１，３３９棟の建

築物の判定活動を実施しました。 

 今回の被災建築物応急危険度判定活動は、被災地域

の居住の安定を図るため十分な効果を上げたと考えて

おりますが、私が経験した１０都県の会員の皆様へ被

災建築物応急危険度判定支援要請の伝達や第１派遣の

判定活動をとおして、感じたことや反省したことなど

を書いてみたいと思います。 

 

○会員への支援要請について 

 ７月１６日に発生した「新潟県中越沖地震」に関し、

国土交通省からの被災建築物応急危険度判定に関する

連絡が入ったのは、１６日の午後３時頃でした。内容

は、「今回の地震で新潟県と長野県で被害が出ている

が、長野県は自前で対応が可能とのことで、１０都県

被災建築物応急危険度判定協議会として、長野県への

支援は今の段階では不要。新潟県の状況については現

在調査中。」とのことでした。 

 １８日は、午前９時頃国土交通省関東地方整備局よ

り「まもなく、国土交通省住宅局建築指導課建築物防

災対策室より被災建築物応急危険度判定の支援要請が

ある。」との連絡があり、３０分ほどして建築物防災対

策室より「１０都県被災建築物応急危険度判定協議会

で応急危険度判定支援をお願いしたい。支援先は新潟

県柏崎市、支援期間は７月１９日から２１日の３日間、

支援要請人数は１日２５０人、３日間で７５０人」と

の連絡がありました。 

 山梨県では、今回の地震により被害を受けた長野県

が１０都県の会員であることから、長野県が、新潟県

に対し応急危険度判定の支援体制を組むことが可能か

否か確認したうえで、各会員に支援要請人数を割り振

り、電子メールで連絡をとりました。（今回は長野県で

支援可能との回答でありましたので、他の会員同様支

援要請をさせていただきました。）１７日から会員の皆

様から様々な問い合わせがあり、会員の皆様も支援要

請についてある程度予測しているとの判断のもと、連

絡内容が確実に伝達されるこの方法を採用したのです

が、第一報は電話と併用して連絡すべきであったと反

省をしております。 

 

○第１次派遣について 

 山梨県の第一次派遣隊は、総勢３０人で公務員１６

人、民間の建築士会会員１４人で構成しました。国土

交通省から送付された支援要請書には、新潟県柏崎市

の第２分館に１９日午前８時３０分に参集するよう記

載されていました。山梨県から新潟県柏崎市に行くた

めには、自動車で中央自動車道から長野自動車道、上

信越自動車道、北陸自動車道を経由して柏崎インター

で降りるのが最短距離ですが、北陸自動車道柿崎、柏

崎間が通行できなかったため、中央自動車道から圏央

道、関越自動車、北陸自動車道を経由し柏崎インター

で降りるルートを採りました。このため、県は午前８

時３０分に柏崎市に到着するため、県の参集場所であ

る「県立芸術の森公園」に午前２時に集合し、出発式

の後、午前２時３０分にマイクロバスや乗用車など６

台の自動車に分乗し出発しました。 

 新潟県までの自動車道は比較的順調で、関越自動車

道の越後川越のサービスエリアに午前７時過ぎには到

着していました。ここから柏崎市役所まで直線距離で

約３０ｋｍなのですが、道路が被災し、交通渋滞が発

生していることなどから、市役所に到着したのは午前

１０時ころでした。 

 結局、民間の建築士会の方々にとって見れば、前日

の午後に応急危険度判定の出動要請があり、１９日か

ら２１日までの３日間仕事を休むために、その調整に

奔走することとなり、ほとんど休む間もなく参集場所

に集合し、約７時間３０分自動車を運転した後、応急

危険度判定活動を行うという非常に厳しい日程を組む

ことになってしまいました。 

 幸いにして、事故等もなく柏崎市に到着しましたが、

応急危険度判定士の派遣を行う県の実情に合わせ、到

着時間が午後にずれ込んでも、出発時間を遅らせるな

ど、派遣される応急危険度判定士の健康状況に配慮す

る判断が必要であったと考えております。 

 

○判定活動について 

 午前１０時３０分ころから、柏崎市担当者のオリエ

ンテーションを受け次のような説明を受けました。 

 ・判定作業は午後４時３０分までとすること。 

 ・受け持ち区域の判定が、今日中に終わらない場合

は、明日も同じ区域の判定を行い、全て終了して

から、新しい区域の判定に入ること。 

 ・判定作業は午後４時３０分までとしているが、区

域内の残りがわずかな場合は、各自の判断により

判定活動を延長することも可とする。 

 ・提出していただく報告書は、それに記入してもら

うスペースが市役所にはないため、車の中など他

の場所で記入し完成してから持参すること。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ７月１９日の応急危険度判定活動を実施する現場

は、柏崎市役所より北北東に約３ｋｍの松波地区にあ

りました。山梨県は３０人の応急危険度判定士を派遣

しておりましたので１５班編制し、それぞれ担当区域

を持つことにしました。松波までの移動手段について、

柏崎市からは「各自で確保してください。歩いていく

ことも可能です。」とのことでしたので、乗用車に相乗

りで移動する班、歩いて移動する班、ヒッチハイクで

移動する班など、各班が各々対応して移動しました。

 私たちが受け持った区域は、大きな鋳物工場が含ま

れていたため、とても１９日の午後４時３０分までに

判定が全て完了することは出ず、午後４時３０分にそ

の日の判定を打ち切り、近くにあったコンビニエンス

ストアーの駐車場で報告書の記入を行い市役所に向か

いました。 

 柏崎市役所には、まだ全ての班は集まっていません

でした。午後４時３０分までに受け持ち区域の判定を

終了した４、５の班が報告書を提出するため、被災建

築物応急危険度判定実施本部の窓口に並んでいまし

た。窓口の職員の方は、内容を詳しく精査し付属建物

の記入方法等について指摘し、訂正をした後、再提出

をするよう指導しました。今回応急危険度判定活動に

参加して頂いた民間の建築士会会員の方々は、実際の

判定活動の経験も少なく、付属建物の記入について十

分な説明を受ける時間もなく判定活動に従事したこと

による間違いでしたが、窓口の職員の対応に憤ってい

る者もいました。報告書を受け取る方も提出する方も、

疲労の蓄積から感情的になりやすく、「もう少し柔軟な

対応ができればな」と感じました。結局、１９日に報

告書を受理していただいた班は、１５班中１班だけで、

他の班は宿泊先に持ち帰り訂正作業を行い翌日提出す

ることになりました。 

 また、市役所に帰ってくる時間も各班でまちまちと

なり、全ての班が揃って宿泊地に向かったのは午後７

時を回っており、交通渋滞のなか宿泊先に到着したの

は、午後９時過ぎでした。 

 宿泊先での反省会において、柏崎市内はある程度道

路の被害も補修され、自動車の利用が可能であること

が判明したとことから、明日からは山梨県全体が一体

の行動が取れるようマイクロバスと職員２名からなる

機動部隊を編成し、他の１４班のサポートに当たるこ

ととしました。 

 ２０日、２１日は、各班の判定活動の進捗状況によ

り、判定を行う区域が柏崎市内各地に分散したため、

 ・各班を担当区域に運び、作業終了後速やかに市役

所に送る。 

 ・判定作業が遅れている班に対し、作業が終了した

班を回し作業を迅速に進める。 

 ・作業の途中で、判定用紙が不足した場合などに必

要な備品等を適切に補充する。 

など、この機動部隊は非常に有益でした。また、作業

終了時間も、午後４時３０分に徹底したため、山梨県

として一体の行動をとることができました。 

 山梨県では、この機動部隊を第２次派遣にも採用し、

より迅速な判定活動が可能になったと考えておりま

す。 

 

○おわりに 

 被災建築物応急危険度判定活動は、何度も体験でき

るものではなく、ほとんどの判定士が初心者という状

況で実施することが多いと思います。一人の判定士の

判定活動の体験は１度か２度かもしれませんが、それ

を記録し引き継ぐことで、次の判定士による判定活動

の基礎をつくることに繋がります。判定士が体験した

貴重な判定活動の記録を積み重ねることにより、切迫

する大地震に備えたより迅速な判定活動体制の整備に

繋げることが重要であると考えております。 

 最後に、今回の「新潟県中越沖地震」で被害を受け

られた皆様方の、一日も早い復興をお祈り申し上げま

す。 

 

能登半島地震における応急危険度判定について 

福井県土木部建築住宅課 竹澤健児 

 

＜地震の概要＞ 

平成 19 年 3 月 25 日（日）午前 9 時 42 分頃、石川

県能登半島沖（輪島の西南西約 40km）を震源とする地

震が発生しました。震源の深さは、11km、地震の規模

はマグニチュード（Ｍ）6.9 と推定されています。こ

の地震により、石川県七尾市、輪島市、穴水町で震度

6 強を、石川県志賀町、中能登町、能登町で震度 6 弱

を観測したほか、北陸地方を中心に九州を除くほとん

どの地域で震度1～震度5強の揺れが観測されました。

余震については、震度 5弱の揺れが 3回観測されたほ

か、6月 19 日までに累計で 455 回の有感地震が発生し

ました。 

この地震による人的被害は 357 名で、このうち石川

県での被害が最も多く、死者 1 名（輪島市において、

灯篭の下敷きによる）、重傷者 88 名、軽傷者 250 名の

計 339 名の被害者が出ました。 

建物被害は、新潟県内の一部損壊 3棟を除き、すべ

て石川県内のもので、全壊 684 棟、半壊 1,731 棟、一

部損壊 26,899 棟でした。(数値は平成 19 年 11 月 20

日現在) 

地震名 能登半島地震（平成 19年 3 月 25 日） 

実施主体 市町 

判定地区
七尾市、輪島市、羽咋市、穴水町、 

中能登町、志賀町、能登町 

判定対象

建築物 
住宅 

判定期間 平成 19 年 3月 25 日～3月 30 日 

判定人数

391 人（延べ人数） 

・行政判定士：249 人 

 石川県、金沢市、小松市、白山市、 

加賀市、七尾市、富山県、富山市、 

高岡市、魚津市、福井県、福井市 

・民間判定士：142 人 

石川県建築士会、石川県建築設計事務

所協会、石川県建設業協会 

判定棟数 7,600 棟 

判定結果

危険   1,229 棟（16.2%） 

要注意  1,571 棟（20.7%） 

調査済  4,800 棟（63.1%） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜応急危険度判定活動レポート＞ 

地震発生の翌日、3月 26 日（月）の午前中に石川県から

応急危険度判定の応援要請を行う可能性がある旨の連絡

があり、県では慌しく派遣者の選定などの準備に取りかか

りました。13 時ごろ正式に派遣要請があり、県の行政判定

士10名と福井市の行政判定士2名の計12名の派遣を決め、

18 時に石川県へ出発しました。20 時ごろ石川県庁に到着

し、宿泊する輪島市（旧輪島市）までのルートなどの説明

を受け、なんとか 23 時ごろに宿舎に到着しました。この

ときの感想として、ほとんど土地勘のない一般道の夜の行

程であったことと、実質的にはじめての判定ということに

対する一抹の不安からか、とても遠くに感じたことを覚え

ています。 

翌日の朝、今回参加者の半数以上が実際の判定がはじめ

てだったこともあり、宿舎を出発する前に、判定方法など

のおさらいをして、9 時ごろ輪島市役所の実施本部で、判

定地区や判定方針などの説明を受けました。今回の判定で

は、「調査済」のステッカー添付は不要との指示があり、1

棟あたりの判定作業時間が短縮されました。 

 

3 月 27 日、28 日の両日とも、福井県の 6 班は旧門前町

の道下地区および黒島地区を判定しました。2 日間で判定

を終えてほしいということでしたが、対象建築物（一つの

敷地内に付属建物が多いことも要因）が多く、すべて終え

ることは不可能と判断し、28 日は実施本部と連絡をとりな

がら、できるだけ中途半端な状況で残さないよう、合流し

て判定を行いました。 

 

 
（実施本部で説明を受けている状況） 

 

 福井県の判定棟数は 2 日間の合計で、615 棟、判定結果

として、「危険」が 233 棟（37.9%）、「要注意」が 179 棟

（29.1%）、「調査済」が 203 棟（33.0%）でした。この結果

からも判定を実施した地区は、被害の大きかったところで

あり、特に、道下地区は「一見して危険」と判断される建

築物も多かったようです。また、私の判定した黒島地区で

は、古い土蔵に大きな被害があった（外見は下見板で覆わ

れていて問題なさそうなものでも、内部で土壁が落ちてし

まっているような事例あり）、瓦の落下の危険性がある建

築物が多かったという印象があります。 

 

 

 

 

 
（建築物の被害の状況＜門前町道下地区＞） 

 

 

 
（土蔵の被害の状況＜門前町黒島地区＞） 

 

 

 最後に、円滑に応急危険度判定を実施するため、今

後取組むべき課題として、 

○名目上、実施本部は市町村が設置しているものの、

小さい市町村の場合、県の支援が無ければ機能しな

いところがほとんどであり、有事に際して速やかに

判定が実施できる体制に入れるよう、市町村ととも

に人の育成や体制の整備が重要であること 

 

○あいかわらず住民にはり災証明との違いについての

誤解があるので、判定実施時に説明することはもち

ろんのこと、応急危険度判定の認知に一層努めてい

く必要があること 

 

など、現場での経験を通じて改めて実感しました。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訓練コーナー 

北海道における応急危険度判定訓練について 

北海道建設部住宅局建築指導課 工藤大樹

■はじめに 

北海道では、平成７年度に応急危険度判定制度を

創設し、平成９年から北海道防災総合訓練の一環と

して応急危険度判定訓練を実施しています。 

平成１９年度は、夕張市において下記のとおり実

施しましたので、その概要についてご紹介します。

 

日  時：平成１９年８月２９日（水） 

場  所：北海道夕張市 

参加者数：行政判定士４６名 民間判定士３８名

（合計８４名） 

 判定対象：旧夕張中学校（ＲＣ造３階建） 

 主  催：北海道（建設部建築指導課、北方建築

総合研究所、空知支庁） 

 協  力：北海道震災建築物応急危険度判定空知

地区協議会、夕張市 

 

＜判定対象 旧夕張中学校＞ 

 

■訓練参加者の属性 

 参加者の年齢構成としては、50 代が 38%と最も多

く、次いで 40 代が 29%％となっています。 

70代

2%

未回答

2%

20代

5%
60代

6%
30代

18%

50代

38%
40代

29%

 

＜訓練参加者の年齢構成＞ 

 

 また、勤務先は道や市町村職員が 55%と最も多く、

建設会社は設計事務所勤務など民間判定士の参加は

37%となっています。 

 

未回答

3%

設計事務所

12%

その他

5%

地方公共団

体

55%

建設会社

25%

＜参加判定士の勤務先＞ 

 

■ガイダンス 

 訓練に先立ち、ＲＣ造の判定に関するガイダンス

を行い、ＲＣ造の建築物を判定する際のチェックポ

イントや調査表の記載方法等を説明しました。 

＜ガイダンスの様子＞ 

 

■判定訓練 

ガイダンス終了後、訓練会場へと移動し、２人１

チームとなって実際に判定を行いました。 

訓練の方法として、判定対象である旧夕張中学校

の校舎の壁面には、被害状況を示す写真をあらかじ

め貼り付けておき、参加者は、その写真を見て、被

害の程度を判定する方法をとりました。 

 
＜判定訓練の様子１＞ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜被害状況を示す写真＞ 

 

 
＜判定訓練の様子２＞ 

 

訓練終了後は、ガイダンス会場へ戻り、判定調査

の結果を整理し主催者から判定の考え方について講

評が行われました。 

 

■参加者の声 

 訓練実施後に参加者へのアンケート調査を行いま

した。 

その結果、判定への理解度については、約９割の

方から判定内容について概ね理解できたとの回答を

いただきました。 

未回答
9%

理解でき
ないとこ
ろがあっ

た
3%

だいたい
理解でき

た
79%

十分理解
できた

9%

 
＜理解度＞ 

また、今後の訓練参加意向についても、参加した

い、できる限り参加したいと回答した方が約９割に

のぼっています。 

未回答

6%

わからない

6%

参加したい

22%

できる限り

参加したい

66%

＜今後の訓練参加意向＞ 

 

 

また、自由意見として、次のような意見、感想が

寄せられました。 

（被害想定について） 

・建物内部の調査も必要と思う。 

・柱への被害主体のようだったが、建物全般の一体

として判定を行ってみたい。 

・損傷度の判別について文章で記載されていたので

判りやすかったが本番での判定は文章が無いので

判定に迷うと思う。 

（判定が困難だったところ） 

・損傷度の判定が難しい。判定ランクの事例がもっ

とあるとよい。 

・落下物のために建物全体が危険と判断されること

に違和感がある。 

・調査表をもっと記入しやすくしてほしい。 

（訓練内容について） 

・とても有意義だった。木造も判定したい。 

・被害想定写真をもっと増やすべき。 

・２棟ぐらい対象としてもよかった。 

・木造の訓練も実施してみたい 

・判定内容について現場で判定基準等を説明してほ

しい。 

 

 全体的にＲＣ造の判定ということで、損傷度の判

定について難しいと感じる意見が多く、実際の判定

現場で多数判定することとなる木造の判定訓練も実

施してほしいという意見が多く寄せられました。 

 

■おわりに 

 今回の訓練には、青森県からも職員が参加されて

います。北海道の訓練実施に際しては、広域支援を

考慮し、北海道・東北被災建築物応急危険度判定協

議会構成団体にも案内をしており、それを受けて参

加していただいたものです。今年で１１回目となる

訓練でしたが、これまでで最も多い８４名の判定士

の方に参加していただきました。初めて訓練に参加

された方も多数いましたが、試行錯誤しながらも熱

心に判定されていました。 



 
応急危険度判定コーディネーター研修会について 

北海道立北方建築総合研究所 高橋章弘 

 前述の判定訓練に先だって、同日の午前中に実

施した応急危険度判定コーディネーター研修会に

ついて内容を紹介いたします。 

 これは行政職員を対象として、ＤＩＧ(災害図上

演習)を用いた災害シミュレーションにより、判定

コーディネーターを養成するためのプログラムで

す。道では毎年、応急危険度判定実地訓練とあわ

せて実施しています。 

 今回の研修会は、ガイダンス(10 分間)の後、実

施本部(夕張市)６班と支援本部(道・支庁)２班(い

ずれも 5-6 名程度)に分かれ、まず夕張市の現況か

ら判定基本方針を考える事前対応演習(30 分)を行

いました。 

 次に空知南部の石狩低地東縁断層を震源とする

地震が発生し震度６弱が観測されたと想定、判定

実施計画の作成、支援本部への応援要請等のシミ

ュレーションを発災時対応演習(1 時間 45 分)とし

て行いました。 

 研修の最後に、各実施本部の判定対象地区の設

定の考え方や判定棟数・要請判定士数など想定に

ついて表にまとめ、ポイントを発表して頂きまし

た。 

 研修内容は、参加者アンケート結果をみると、 

研修としては易しすぎず・短すぎず、適切なレ 

ベルであったと考えられます。また感想として、 

「判定対象地区の考え方」や「実施本部・判定 

拠点の設置の考え方」など判定実施計画の考え 

方・作成の流れをもっと詳しく学びたいという 

意見が多くみられました。 

 

 

[コーディネーター研修の状況] 

① ガイダンス：応急危険度判定の実施体制と研修会の流れのガイダンス 

② 事前対応演習その１ 

 

 

地質図や既往

の危険区域、

被害想定など

から、現況の

被害について

想定 

③ 事前対応演習その２ 

 

 

想定される被害や

緊急輸送路を考慮

し、 判定実施 本

部・判定拠点候補

を想定 

④発災時対応演習その１ 

 

 

地震が発生し

たと仮定し、

建物被害の発

生地区や交通

途絶箇所を地

図で確認 

⑤ 発災時対応演習その２ 

 

 

夕張市実施本部で

判定対象地区を設

定、判定士を支援

本部に応援要請 

⑥ 発災時対応演習その３ 

 

 

道支援本部で

支援可能な判

定士数を検討

し、実施本部

へ回答 

⑦ 成果発表と講評 

 

 

各実施本部、支援

本部の考え方のポ

イントについて発

表。 

研修の講評 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年度被災建築物応急危険度判定士全国連絡

訓練の実施について 

大分県土木建築部建築住宅課 伊東幸子

 

９月１日の防災の日に合わせて、毎年実施している

全国被災建築物応急危険度判定協議会による応急危険

度判定連絡訓練が、今年度は、８月３０日に行われる

ことになりました。 

 連絡訓練の連絡方法は、平成１６年度より活用して

いる衛星回線、E メール及び昨年度全国協議会技術基

準部会で作成した連絡用紙です。 

 訓練の概要は、以下のとおりです。 

 

日時：平成１９年８月３０日（木）10:00～17:00 

訓練被害想定：                

（地震発生時刻）平成１９年８月３０日（木）10:00 

（震源）静岡県西部地域                            

（震度）震度６                                    

応急危険度判定の実施： 

静岡県 中部圏ブロックを通じ応援を要請し実施 

他 県 判定士を応援派遣 

 

 本県におきましては、九州ブロックの幹事県である

福岡県より、訓練地震発生直後に応援準備要請の連絡

を頂き、その後の連絡も全て福岡県から頂きました。

本県からの回答についても全て福岡県あて行いまし

た。 

 
 連絡訓練の様子 

 

 

 また、県内の連絡訓練については、事前に当日の行

動計画を定めていたこともあり、時間内に派遣可能判

定士の取りまとめをすることができましたが、実際は、

連絡先の市町村の担当者は、現場に出ていて不在の場

合が多いので、担当者が不在の場合でも連絡が通じる

体制を造ることが今後の課題であると感じました。 

 さらに、訓練ではなく実際に判定士を派遣する必要

が起こった場合、短時間で派遣の可否を判断するため

には、あらかじめ、各職場で、その年度の業務内容・

人員配置に応じて、想定しておくことが必要であると

思われました。 

 

ビデオのご紹介 

●このビデオは、応急危険度判定士が判定実施本部や

判定拠点に集合した際の待ち時間等を利用して、短

時間に応急危険度判定の技術的．要件を復習できる

ようにするとともに、判定内容と判定技術の平準化

を図ることを目的として制作されたものです。 

●ビデオの内容構成は、判定技術が２７分、判定調査

の流れ８分の計３５分（ＶＨＳ）となっています。

要点をわかりやすく解説していますので、研修会や

講習会等でもご活用いただける内容となっていま

す。 

定価 5,000 円 

（消費税込み・送料別途）

 

■購入等のお問い合せ先 

（財）日本建築防災協会 

TEL.03-5512-6451 

FAX.03-5512-6455 

 

●全国被災建築物応急危険度判定では住民の方、判定

士の方、行政庁関係者に向けて情報発信のためのホ

ームページを開設しています。応急危険度判定制度

の概要から協議会の構成、過去の判定活動報告、OQ

通信バックナンバー、Q&A など応急危険度判定を知る

上で有益なコンテンツを揃えております。 

 

アドレスは下記↓ 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/Oukyu/

Oukyu.htm 

 

ホームページのご紹介 



 
 

 
※Q&A の番号は過去の OQ 通信からの通し番号です。過去のﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは本協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４６ 

今年の様に酷暑の場合または、冬

場の日没が早い場合など活動時間の

延長・短縮について各判定士の判断

で変更する事は可能か。 

Ａ４６  

夏場・冬場等の様に、判定活動を行う時間帯の制約や気象状況により

困難な場合がありますが、担当した範囲を判定実施本部の設定した時間

内に判定活動を終え帰着を基本としますので、各判定士の判断で活動範

囲・時間の変更はできません。しかし応急危険度判定は判定士の安全を

第一に考えていますので、判定活動中に体調に異変が生じた場合等は直

ちに活動を中止し本部に連絡を入れ、応急処置を受ける等、無理な判定

活動はしないでください。 

Ｑ４７ 

 一つの敷地に判定対象建築物の他

に複数の建築物（例えば、住宅・倉

庫・車庫等）が混在している場合に、

全てを判定する必要があるのか。 

Ａ４７  

 被災状況や実施体制によって、判定実施本部が定める判定対象建築物

が判定となりますが、隣接する判定対象外建築物の倒壊により調査対象

建築物に被害を及ぼす場合には、対象外建築物であっても判定を行なっ

てください。 

Ｑ４８ 

通常二人一組で判定活動を行なう

こととしているが、判定士が三人一

組とするとか、逆に判定士一名補助

員一名でも判定活動することが可能

か。 

Ａ４８  

 判定士三名の場合、二名が判定活動を、残る一名が住民対応に従事す

るなどについては支障ありません。ご存じのとおり判定活動は判定士二

名で客観的な判定を行うこととしていますので、判定士一名・補助員一

名での判定活動は行えません。 

Ｑ４９ 

 所有者・居住者が留守の場合に無

断で敷地若しくは家屋内に立ち入

り、判定活動をすることが許される

か。 

 

Ａ４９  

 応急危険度判定を行なう状況下では居住者が避難していて不在の場合

がありますが、応急危険度判定制度は居住者のみならず通行人等への二

次災害防止の目的がありますので、居住者が留守の場合でも応急危険度

判定を実施して下さい。 

Ｑ５０ 

 判定ステッカーを家屋へ貼り付け

たところ、建物所有者より「いつま

で貼り付けておくのか、またその処

分は」と聞かれたが如何に回答すべ

きか。 

Ａ５０  

 通常の場合は、判定実施本部が応急危険度判定により用が足りたと判

断した時点までは掲示が必要で、具体的に期間の定めはありませんので

ステッカーに記載されている連絡先へ確認して頂くよう説明してくださ

い。また、判定ステッカーについては、各建築物の所有者・使用者で処

分を依頼してください。 

Ｑ＆Ａコーナー 

り災証明書について 

和歌山県県土整備部都市政策課  前田哲夫

り災証明書は、地方自治法第２条に定める自治事務

として、市町村が被災状況の現地調査等を行い、確認

した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災

者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる

家屋の被害程度について証明するものです。 

り災証明書により証明される被害程度としては、

「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」、「床上

浸水」、「床下浸水」、「全焼」、「半焼」等があり、「被

害の被害認定基準について」（平成１３年６月２８日

府政防第５１８号内閣府政策統括官〔防災担当〕通知）

等に基づき被害程度の認定が行われます。 

なお、地震等の災害により被災した住家に対する被

害調査は、第１次判定及び第２次判定のため、住家の

外観から目視によって被害の程度を調査する外観目視

調査を行います。第１次判定で「全壊」と判定されれ

ばその住家への調査は終了となります。第２次判定は、

第１次判定で、「全壊」と判定されなかった住家につい

て外観目視調査が行われます。 

その後、外観目視調査による判定結果に対し被災者

等から再調査の申請があった場合は、第３次判定のた

め、外観目視調査及び住家の内部に立ち入って目視に

より調査する内部調査を行います。 

地震等による場合の判定方法 

 

 

 

 

 一見判定 

不可の場合 

 
 

 

 再調査 

の申請 

 
 

第１次判定 

外観目視調査 

一見して全壊か否かを判定 

第２次判定 

外観目視調査 

傾斜と部位による判定 

第３次判定 

外観目視及び内部立入調査 

傾斜と部位による判定 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

解説コーナー 

震災発生から参集まで、判定支援活動に参加する判

定士の行動・心構え 

    茨城県土木部都市局建築指導課 飯塚貴裕

 

ここでは、応急危険度判定士が、他県等で震災が発

生した場合に、判定支援活動のため、震災発生から

判定現場に参集するまでの流れや心構えなど、基本

的な事項について解説します。 

１．情報の収集 

震災が発生した場合には、まず情報収集をす

ることが大切です。テレビ、ラジオ等で発生場

所、被害状況などを確認し、判定活動の心構え

をします。 

２．協力要請 

判定支援班(都道府県等)から協力要請を受け

た場合は、以下のことを考慮して参加意思を決

定してください。 

○判定支援活動への協力は強制されるものでは

ないので、家族や勤務先等とよく相談する。

○判定支援活動は、被災状況にもよりますが、

体力の消耗が伴うものです。体調が悪い場合

は参加を控えてください。 

３．参加意思の決定 

   判定支援活動に参加することを決めたら、そ

の旨を判定支援班(または連絡のあった建築関

係団体等)に伝え、以下の事項を確認してくださ

い。特に電話連絡の場合は復唱し確認します。

○ 参集日時 ○ 判定従事期間  

○ 参集場所 ○ 移動方法 

○ 特に持参すべき携行品 

４．判定活動参加の準備 

   判定活動を行ううえ、また被災地に滞在する

上で必要なものを確認します。 

○ 判定士認定証（判定士手帳）  

○ 筆記用具 ○ ヘルメット 

○ 健康保険証の写し ○ 雨具  

○ 携帯電話  

(頻繁に使用します。充電器も忘れずに) 

○ ナップザック ○コンベックス 

 

なお、以下の判定資機材は通常、判定実施本部

（又は判定支援班）にて用意しています。 

○ 判定調査票 ○判定ステッカー 

○ 腕章 ○判定街区マップ 

○ ヘルメット用シール○ガムテープ 

○ 下げ振り ○クラックスケール  

５．出発前にしておくこと 

  まず、勤務先や家族にスケジュールを伝えま

しょう。仕事などの引継ぎがある場合には済ま

しておきます。判定支援活動は２～３日間に渡

る場合があります。また、夜中に出発して朝か

ら判定活動ということもありますので、できる

だけ体を休めておきましょう。仮眠を取ってお

くことをおすすめします。 

６．出発 

  自動車で移動する場合、何人かで１台の自動車

に乗り込みます。遠隔地の場合、運転はできる

だけ交代し、疲労を蓄積しないようにしましょ

う。 

被災地までの高速道路通行方法なども支援班に確

認しておきます。また、被災地の交通状況は支援班

とこまめに連絡を取り確認しましょう。 

７．判定活動の集合場所への参集 

  判定支援活動の参集場所に到着したら、判定実

施本部の指示に従い、判定支援活動を行ってく

ださい。 

＜特に注意すべき点＞ 

判定支援活動に参加することが決まると、特に判

定支援への使命感から興奮状態になることがありま

す。出発した時点から常に冷静に物事を判断してい

くことを徹底してください。 

 

 

OQ クイズ 
  この鉄筋コンクリート造建築物の柱の 

損傷度は？（答えは最終ページ） 

  ①損傷度Ⅲ ②損傷度Ⅳ ③損傷度Ⅴ 

 
（被害状況） 

・梁端部に大きな斜めひび割れが見られコン

クリートが剥落し、主筋が露出している。 

・主筋で囲まれた内部コンクリートにひび割

れが見られる。 

・柱の被災は軽微なひび割れが数本生じてい

る。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMO： 

詳しくは各都道府県の窓口までお問合せ下さい。 
また、判定活動の実施が決定された際には、ご協力をよろしくお願いいたします。 

OQ 通信第 10 号作成委員 

主 査 野村 洋晃 香川県土木部建築課建築指導室主任 

委 員 工藤 大樹 北海道建設部住宅局建築指導課主任 

 飯塚 貴裕 茨城県土木部都市局建築指導課技師 

竹澤 健児 福井県土木部建築住宅課主査 

竹下 春一 山梨県土木部建築指導課副主幹 

中西 康晴 京都府土木部建築部建築指導課主任 

前田 哲夫 和歌山県県土整備部都市政策課主任 

伊東 幸子 大分県土木建築部建築住宅課主査 

 

（平成 19 年 12 月現在）

により、同じ建築物であっても、別々の判定基準で

判断しなければならない調査結果が正確に病院側伝

えられなかったことにより、結果、病院側に不安を

与えることになったとなったと思われます。応急危

険度判定の主旨や、判定ステッカーに記載された落

下危険のある機器の範囲や対処方法などを病院側に

伝える事が出来ていれば、このような誤解や混乱は

生じなかったかもしれません。 

住宅の応急危険度判定活動においても、「応急危

険度判定」と「り災証明」との違いが分かりづらい

との問い合わせが応急危険度判定実施本部に多数寄

せられ、後半の応急危険度判定活動時においては、

これらの違いについて、判定活動時にチラシを配布

したり、防災放送などを活用し広報するなどの対応

をとられたと聞いています。 

いずれにしましても、被災された方々に対して、応

急危険度判定が正確に伝わらなかった事によって、

一部で誤解や混乱を招いたのは事実です。 

平常時より、応急危険度判定について、その目的

などについて啓発活動を行うとともに、よりわかり

やすい判定方法や調査結果の表示方法など、過去か

らの経験や今回の報道で指摘された内容も踏まえ、

考えていく必要があると思います。 

新潟県中越沖地震における新聞報道について 

京都府土木建築部建築指導課 中西康晴

 

 平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震

では、発生の当日から２３日までの８日間の間に、２，

７５８名の判定士の活動により、３４，０４８棟の建

築物の応急危険度判定がおこなわれました。そんな中、

本年の７月２５日の読売新聞に「危険度判定“二重診

断”判定士で異なる見解」という記事が掲載されまし

た。 

はじめに、応急危険度判定についてですが… 

 

応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を
調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険
性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危
険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災
害を防止することを目的としています。  
 その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、
居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対して
もその建築物の危険性について情報提供することとし
ています。 

…建築防災協会ＨＰより

大きな地震の直後には、一般に多数の余震が発生す

ることから、判定活動は速やかに行わなければなりま

せん。またこれらの判定活動は判定士の安全確保の観

点からも外観調査が基本となっています。 

報道があった柏崎病院の判定結果「要注意（黄）」

の場合、「老朽による外部機器の落下に注意してくだ

さい」との判定ステッカーのコメント欄に記載されて

いることから、被災建築物応急危険度判定調査マニュ

アル（以下調査マニュアル）に基づき行った外観調査

の結果、建築物自体には問題が無かったと思われます。

建築物だけをみれば「調査済（青）」と判定されたケ

ースかもしれません。このことから、判定調査票中、

３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度「看板・機

器類の傾斜の有無」によって「要注意（黄）」と判定

されたものと思われます。今回の場合、「要注意（黄）」

と判定された原因が取り除かれない限り、建築物自体

の安全について調査をおこないその建築物が安全であ

ると判断されても判定結果としては変更されない、「調

査済（青）」にならない事になります。 

とはいえ、今回の場合、判定した建築物が地震後も

不特定多数の被災者等が利用する病院であることや、

病院側に対して判定結果の説明が無かった（建築物の

使用者等がその建物にいる場合には、判定内容につい

て説明を行い危険が無いように注意喚起する…調査マ

ニュアル）こと、別の判定士資格を持つ建築士が行っ

た（応急危険度判定では無い）建築物の調査結果など

 

OQ クイズの答え：②損傷度Ⅳ 

 
 被害状況から、梁の損傷度はⅣですが柱よりも梁の損傷度が

大きい場合、梁の両側の柱の損傷度は梁の損傷度に読み替える

ため柱の損傷度もⅣとなります（柱だけを考えると、ひび割れ

が数本入っていることから損傷度Ⅲ）。 


